
個人情報ファイルの名称 国民健康保険資格ファイル（国民健康保険事務処理標準システム）

行政機関等の名称 穴水町

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

住民福祉課

個人情報ファイルの利用目的

・住民からの国民健康保険被保険者異動届の受け付け、窓口負担割
合・限度額の判定を行うため・保険証のほか、高齢受給者証、減額
認定証、特定疾病療養受療証などの各証の発行を行うため・基準収
入額適用申請等の受け付け、窓口負担割合・限度額の再判定を行う
ため・一部負担金減額申請書等の受け付け、一部負担金の減額、免
除、徴収猶予適用の可否判定を行うため・限度額適用申請書、標準
負担額減額認定申請書等の受け付け、限度額、標準負担額減額、長
期該当認定または却下を行うため　　他

記録項目

1.世帯番号、2.個人番号、3.宛名番号、4.編集済氏名ｶﾅ、5.編集済氏名漢字、6.宛
名郵便番号、7.宛名住所ｺｰﾄﾞ、8.宛名住所、9.宛名地番、10.宛名方書ｶﾅ、11.宛名
方書漢字、12.生年月日、13.性別区分、14.編集電話番号、15.申込年月日、16.振
替区分、17.開始年月日、18.廃止年月日、19.口座停止日、20.停止解除日、21.銀
行ｺｰﾄﾞ、22.支店ｺｰﾄﾞ、23.口座番号、24.通帳番号末番、25.預金種別区分、26.名
義人ｶﾅ、27.名義人漢字、28.送付開始年月日、29.送付終了年月日、30.送付先氏名
ｶﾅ、31.送付先氏名漢字、32.送付先郵便番号、33.送付先住所ｺｰﾄﾞ、34.送付先住
所、35.送付先住所地番、36.送付先方書ｶﾅ、37.送付先方書漢字、38.保険証番号、
39.CPU連番、40.国保資格区分　その他必要事項

記録範囲 穴水町の国民健康保険の資格履歴を有する者で擬制世帯主を含む

記録情報の収集方法
文書（電磁的文書を含む）、本人からの聞き取りによる方法、他シ
ステムからの連携

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 なし

穴水町総務課

穴水町字川島ラの174番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
政令第21条第７項に該当するファイル　有

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地



個人情報ファイルの名称 国保情報集約関連情報ファイル

行政機関等の名称 穴水町

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

住民福祉課

個人情報ファイルの利用目的

・資格継続業務を行うため
・高額該当回数の引き継ぎ業務を行うため
・オンライン資格確認の準備のための医療保険者等向け中間サー
バー等
への被保険者異動情報の提供を行うため

記録項目

1.世帯番号、2.個人番号、3.宛名番号、4.編集済氏名ｶﾅ、5.編集済氏名漢字、6.宛
名郵便番号、7.宛名住所ｺｰﾄﾞ、8.宛名住所、9.宛名地番、10.宛名方書ｶﾅ、11.宛名
方書漢字、12.生年月日、13.性別区分、14.編集電話番号、15.申込年月日、16.振
替区分、17.開始年月日、18.廃止年月日、19.口座停止日、20.停止解除日、21.銀
行ｺｰﾄﾞ、22.支店ｺｰﾄﾞ、23.口座番号、24.通帳番号末番、25.預金種別区分、26.名
義人ｶﾅ、27.名義人漢字、28.送付開始年月日、29.送付終了年月日、30.送付先氏名
ｶﾅ、31.送付先氏名漢字、32.送付先郵便番号、33.送付先住所ｺｰﾄﾞ、34.送付先住
所、35.送付先住所地番、36.送付先方書ｶﾅ、37.送付先方書漢字、38.保険証番号、
39.CPU連番、40.国保資格区分　その他必要事項

記録範囲 穴水町の国民健康保険の資格履歴を有する者で擬制世帯主を含む

記録情報の収集方法 他システムからの連携

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先
・転入地市町村
・オンライン資格確認関係取りまとめ機関

穴水町総務課

穴水町字川島ラの174番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
政令第21条第７項に該当するファイル　有

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地



個人情報ファイルの名称 後期高齢者医療情報ファイル

行政機関等の名称 穴水町

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

住民福祉課

個人情報ファイルの利用目的
後期高齢者医療保険被保険者の資格管理及び保険給付、保険料賦
課・徴収に関する事務を行うため

記録項目

個人番号,世帯番号,氏名カナ,通称名カナ,氏名,通称名,本名通称名区分コード,外
国人区分コード,生年月日年号コード,生年月日,生年月日設定フラグ,性別コード,
続柄１コード,続柄２コード,続柄３コード,続柄４コード,異動年月日,異動届出年
月日,異動事由コード,世帯登録区分コード,住民年月日,消除年月日,現都道府県
コード,現市区町村コード,現町名コード,行政区コード,現都道府県名,現市区町村
名,現住所,現郵便番号,転入前都道府県コード,転入前市区町村コード,転入前都道
府県名,転入前市区町村名,転入前住所,転入前郵便番号,転出先都道府県コード,転
出先市区町村コード,転出先都道府県名,転出先市区町村名,転出先住所,転出先郵便
番号,国籍コード,在留資格コード,在留開始年月日,在留終了年月日,マイナン
バー、その他必要事項

記録範囲 後期高齢者医療保険の資格履歴を有する者とその世帯員

記録情報の収集方法
文書（電磁的文書を含む）、本人からの聞き取りによる方法、他シ
ステムからの連携

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含む

記録情報の経常的提供先 石川県後期高齢者医療広域連合

穴水町総務課

穴水町字川島ラの174番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

なし

個人情報ファイルの種別
法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
政令第21条第７項に該当するファイル　有

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地



個人情報ファイルの名称 令和６年能登半島地震介護保険料減免情報ファイル

行政機関等の名称 穴水町長

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

住民福祉課

個人情報ファイルの利用目的 第１号被保険者の保険料の減免情報を管理するため利用するもの

記録項目
１整理番号、2世帯番号、3被保険者番号、4氏名、5性別、6生年月
日、7住所、8保険料賦課情報、9減免情報

記録範囲 第１号被保険者

記録情報の収集方法 介護保険システム

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 なし

穴水町総務課

穴水町字川島ラの174番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

なし

個人情報ファイルの種別 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

備考

個人情報ファイル簿

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地



個人情報ファイルの名称 介護認定に係る主治医意見書作成依頼情報ファイル

行政機関等の名称 穴水町長

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

住民福祉課

個人情報ファイルの利用目的
要介護（要支援）認定申請者の主治医意見書の依頼情報を管理する
ため利用するもの

記録項目
1被保険者番号、2氏名、3生年月日、4住所、5現況、6申請区分、7
医療機関名、8主治医名、9申請日

記録範囲 要介護（要支援）認定申請者

記録情報の収集方法 文書

要配慮個人情報が含まれる
ときは、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 主治医医療機関

穴水町総務課

穴水町字川島ラの174番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

なし

個人情報ファイルの種別 法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

備考

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

個人情報ファイル簿


